
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ１－２１００ 端太 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ１－２１０ 全 端太 

Ｌ１－２１０Ａ 全 端太（端部加工無し） 

Ｌ１－２２３ 全 独立柱型枠締付け用端太材 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１３ 足場用枠、手すり 

Ｌ１－２２００ 仮設用支柱、梁 

Ｌ１－２３ 土留め用支保工 

Ｌ３－５９５１ 門、塀、さく等枠材等 
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６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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この分類に含まれる物品 

端太 端太材 コラムクランプ 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

型枠のせき板部分を固定させる端太、桟木、筋交い等を分類する。コラムクランプを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 
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過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ１－２１００ 登録９３８２９４号 
 柱型枠用横端太材 


